
 

 

令和５年３月９日 

 

政治資金規正法に基づく政治団体の届出事項の異動の届出 

 

 政治資金規正法（昭和２３年法律第１９４号）第７条第１項の規定による政治

団体の届出事項の異動の届出があったので、同法第７条の２第１項の規定に基づ

き、以下のとおり公表します。 

 

政 党 

○政治団体の名称     政治家女子４８党 

○異動事項 

政治団体の名称 

新        政治家女子４８党 

旧        ＮＨＫ党 

   代表者の氏名    

      新        大津 綾香 

      旧               立花 孝志 

○異動年月日       令和５年３月８日 

 

 

 

（連絡先） 
自治行政局選挙部政治資金課 
担当：中村補佐、辻本係長 
電話：(代表)03-5253-5111 

(直通)03-5253-5578 
(E-mail)senkyo.shikin＠soumu.go.jp 

（注）迷惑メール防止のため、メールアドレスの一部を変えていま 

す。「＠」を「@」に置き換えてください。 



 

 

令和５年９月４日 

 

政治資金規正法に基づく政治団体の届出事項の異動の届出 

 

 政治資金規正法（昭和２３年法律第１９４号）第７条第１項の規定による政治

団体の届出事項の異動の届出があったので、同法第７条の２第１項の規定に基づ

き、以下のとおり公表します。 

 

政 党 

○政治団体の名称      参政党 

○異動事項 

代表者の氏名 

新         神谷 宗幣 

旧         松田  学 

 

○異動年月日         令和５年８月３０日 

    

 

 

 

（連絡先） 
自治行政局選挙部政治資金課 
担当：立花補佐、鈴木主幹 
電話：(代表)03-5253-5111 

(直通)03-5253-5578 
 (E-mail)senkyo.shikin＠soumu.go.jp 

（注）迷惑メール防止のため、メールアドレスの一部を変えていま 

す。「＠」を「@」に置き換えてください。 



 
 

令和５年１０月６日 

 

政治資金規正法に基づく政治資金団体としての 

指定の取消しの届出があった旨の公表 

 

政治資金規正法（昭和２３年法律第１９４号）第６条の２第２項後段の規定

による政治資金団体としての指定の取消しの届出があったので、同法第７条の

２第３項の規定に基づき、以下のとおり公表します。 

 

〇政党の名称         政治家女子４８党 

〇政治資金団体の名称     ホリエモン新党 

〇政治資金団体の代表者の氏名 立花 孝志 

〇取消年月日         令和５年７月２４日 

 

 

 

 

（連絡先） 
自治行政局選挙部政治資金課 
電話：(代表)03-5253-5111 

(直通)03-5253-5578 



 

 

令和５年１１月１４日 

 

政治資金規正法に基づく政治団体の届出事項の異動の届出 

 

 政治資金規正法（昭和２３年法律第１９４号）第７条第１項の規定による政治

団体の届出事項の異動の届出があったので、同法第７条の２第１項の規定に基づ

き、以下のとおり公表します。 

 

政 党 

○政治団体の名称     みんなでつくる党 

○異動事項 

政治団体の名称 

新        みんなでつくる党 

旧        政治家女子４８党 

○異動年月日       令和５年１１月６日 

 

 

 

（連絡先） 
自治行政局選挙部政治資金課 
電話：(代表)03-5253-5111 

(直通)03-5253-5578 



 

 

令和５年１２月１４日 

 

政治資金規正法に基づく政治団体の届出 

 

 政治資金規正法（昭和２３年法律第１９４号）第７条第１項の規定による政治

団体の届出事項の異動の届出があったので、同法第７条の２第１項の規定に基づ

き、下記のとおり公表します。 

 

政治資金団体 

○政治団体の名称      未来創造党 

○指定した政党の名称    みんなでつくる党 

○異動事項 

政治団体の区分 

新         政治資金団体 

旧         その他の政治団体 

○届出年月日        令和５年１２月１４日 

 

 

 

（連絡先） 
自治行政局選挙部政治資金課 
電話：(代表)03-5253-5111 

(直通)03-5253-5578 



 

 

令和５年１２月１４日 

 

政治資金規正法に基づく政治団体の届出 

 

 政治資金規正法（昭和２３年法律第１９４号）第６条第５項において準用する

同条第１項の規定による政治団体の届出があったので、同法第７条の２第１項の

規定に基づき、その名称等を下記のとおり公表します。 

 

政 党 

○政治団体の名称       教育無償化を実現する会 

○代表者の氏名        前原 誠司 

○会計責任者の氏名      徳永 久志 

○主たる事務所の所在地    東京都千代田区神田神保町１－５ 

○政党となった年月日     令和５年１２月１３日 

 

 

 

（連絡先） 
自治行政局選挙部政治資金課 
電話：(代表)03-5253-5111 

(直通)03-5253-5578 
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